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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アイウェア物品であって、
　中央サジタル平面と平行な方向に最大高さ（Ｈ）を有する可撓性部を有し、前記アイウ
ェア物品の前部から後方に延びるテンプル部であって、前記中央サジタル平面が前記アイ
ウェア物品を仮想的な左半体及び右半体に分割する、テンプル部を含み、
　前記可撓性部が、長手方向に配置された第１のリブ及び第２のリブを含み、前記第１の
リブ及び前記第２のリブが、前記テンプル部が撓んでいない状態にあるときに角度θ１を
形成し、且つ、ユーザの頭部に適合するように外側に撓められた撓んだ状態にあるときに
角度θ２を形成する第１の内側表面をそれぞれ有し、θ１及びθ２はそれぞれ１８０度以
下であり、θ１＜θ２であり、
　Ｈ＞２０ｍｍである、アイウェア物品。
【請求項２】
　前記可撓性部が、長手方向に配置された第３のリブ及び第４のリブを更に含み、前記テ
ンプル部が撓んでいない状態にあるときに、前記第３のリブが前記第４のリブに対して斜
めに配置される、請求項１に記載のアイウェア物品。
【請求項３】
　前記テンプル部が撓んでいない状態にあるときに、前記可撓性部が曲率半径（ρ）、ρ
＜８０ｍｍを有する、請求項１に記載のアイウェア物品。
【請求項４】



(2) JP 6118828 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

　前記テンプル部が接触部を更に含み、１３０ｍｍの幅を有する人間の頭部での使用のた
めに前記アイウェア物品が配置されるときに、前記接触部に第１の力（Ｆ１）がかかり、
１８０ｍｍの幅を有する人間の頭部での使用のために前記アイウェア物品が配置されると
きに、前記接触部に第２の力（Ｆ２）がかかり、（Ｆ２－Ｆ１）＜５０ｇである、請求項
１に記載のアイウェア物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改善されたフィット感、特に、ある範囲の大きさの頭に改善されたフィット
感をもたらす、人のためのアイウェアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アイウェア物品、例えば、人の視力を矯正することを意図された眼鏡、及び人の眼又は
顔が傷つかないように保護することを意図された安全眼鏡が、周知である。両方の種類の
アイウェアは多くの場合ユーザーの鼻の上に、及び各耳の上方又は上に位置する。アイウ
ェアがいかに良くフィットするかというユーザーの知覚は、鼻の上及び耳の上方にいかに
良くフィットするかと共に、また恐らく眼鏡のレンズが人の目又は顔と近すぎないか、又
は他の要因により影響され得る。
【０００３】
　先行技術のアイウェア物品は、特定の頭の大きさを有する個人が使用するためのアイウ
ェア物品を特定することによって、快適なアイウェアを提供しようとしてきた。加えて、
多くの設計は、ばねヒンジなどの機構、又はアイウェアが特定の着用者のために調節され
るのを可能にする機構を組み込む。このような手法は、複雑な設計、及び製造要件、又は
複数の大きさの各アイウェア設計を保管する必要性により、コストの増加を生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　究極的には、多くのユーザーによる使用に好適な、より良好にフィットするアイウェア
に対する継続的な必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　用語
　本発明に関し、以下の用語は下記のように定義される。
　「及び／又は」は、「及び」、「又は」、及び「及び」と「又は」との組み合わせを意
味する。
【０００６】
　可撓性部のリブに関して「斜めに配置する」とは、リブが平行ではなく、リブの１つ以
上の主要表面が、１８０°から５°以内ではない角度を形成することを意味する。
【０００７】
　「取り付け部」とは、テンプル部が固定され得る、レンズ、フレーム、又は他の好適な
機構などの機構を意味する。
【０００８】
　テンプル部の接触部に関し、「接触部」とは、耳の正常位置の真上及び／又は真後ろで
ユーザーの頭部と接触する部分を意味する。
【０００９】
　「可撓性部」とは、例えば、アイウェア物品がユーザーの頭部での使用のために配置さ
れて、好適な力に晒されたときに撓む、テンプル部の一部を指す。
【００１０】
　「曲げ弾性率」とは、曲げ変形における圧力対歪みの比率を意味し、例えば、ＡＳＴＭ
　Ｄ７９０又はＩＳＯ　１７８に従って測定され得る。
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【００１１】
　「接触部にかかる力」とは、例えば、ユーザーの頭部において接触部の表面にほぼ垂直
方向でかかる力、及び／又はユーザーの頭部により接触部にかかる対応する力を意味し、
アイウェア物品が使用のために配置されるときに、アイウェア物品の前頭面からおよそ１
１０ｍｍのところで測定され得る。
【００１２】
　「レンズ」は、ユーザーがそれを通じて環境を見ることができる構造を意味し、いずれ
かの好適な材料を含み得る。
【００１３】
　「部分」は、より大きな物体の一部を意味する。
【００１４】
　アイウェア物品に関し「使用のために配置される」とは、アイウェア物品の意図される
機能をもたらすために、ユーザーの目のほぼ前あたりにアイウェア物品が配置されること
を意味する。
【００１５】
　アイウェア物品のテンプル部又は可撓性部に関し「撓んでいない状態」とは、テンプル
部の接触部に殆ど又は全く力がかかっていない中立的な状態を意味する。
【００１６】
　「曲率半径」とは、用語の従来的な数学的意味と一致する、曲線の一部における接触円
の半径を意味する。
【００１７】
　人間の頭部の幅を記載するために使用されるとき、「幅」とは、各耳の通常位置の真上
の点の間の距離を指す。
【００１８】
　本発明は中央サジタル平面と平行な方向に最大高さ（Ｈ）を有する可撓性部を含むアイ
ウェア物品の前部から後方に延びるテンプル部を有するアイウェア物品を提供し、中央サ
ジタル平面は、アイウェア物品を仮想的な左半体及び右半体に分割する。可撓性部は、長
手方向に配置された第１及び第２のリブを含み、テンプル部が撓んでいない状態にあると
きに、第１のリブは、第２のリブに対して斜めに配置され、Ｈ＞２０ｍｍである。いくつ
かの実施形態において、第１及び第２のリブは、リブの長さに沿って接続される。アイウ
ェア物品は更に接触部を含み、接触部は、アイウェア物品が人間の頭部での使用のために
配置されるときに、実質的に垂直に向けられてもよい。いくつかの実施形態において、ア
イウェア物品は、長手方向に配置された３つ以上のリブを含み、各リブは、厚さ（ｔ）で
離隔された第１及び第２の主要表面を含み、各リブの第１の主要表面は、アイウェア物品
を仮想的な上方半体及び下方半体に分割する水平面と垂直ではない。いくつかの実施形態
において、Ｈは２４ｍｍ超であり、又は可撓性部は長手方向に配置された第３及び第４の
リブを更に含み、テンプル部が撓んでいない状態にあるときに、第３のリブは、第４のリ
ブに対して斜めに配置される。様々な実施形態において、可撓性部はその長手方向軸線の
周りに３２Ｎ－ｍｍ／ラジアン超、又は５６Ｎ－ｍｍ／ラジアン超のねじり剛性を有する
。様々な実施形態において、可撓性部は、８００ＭＰａ～１７００ＭＰａ、又は１０００
ＭＰａ～１２００ＭＰａの曲げ弾性率を有する材料から作製される。いくつかの実施形態
において、可撓性部は、テンプル部が撓んでない状態にあるときに、曲率半径（ρ）（ρ
＜８０）を有する。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、リブは、厚さ（ｔ）で離隔された第１及び第２の主要表
面を有し、リブの長手方向の長さ（ｌ）、及び厚さ（ｔ）及び長さ（ｌ）のそれぞれに対
して垂直方向の高さ（ｈ）を有し、各リブの第１及び第２の主要表面は実質的に平面的で
ある。様々な実施形態において、ｈは２．５ｍｍ～８ｍｍ、ｔは０．５ｍｍ～２．５ｍｍ
、及び／又はｌは１５ｍｍ～４５ｍｍである。いくつかの実施形態において、各リブの高
さ（ｈ）は、各リブの長さに沿って変化する。
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【００２０】
　本発明によるアイウェア物品は、射出成形したプラスチックのテンプル部を含んでもよ
く、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアミド、及びアセタールからなる群から選択
された材料から作製され得る。
【００２１】
　いくつかの代表的な実施形態において、テンプル部は接触部を含み、１３０ｍｍ～１７
０ｍｍの幅（Ｗ）を有する人間の頭部での使用のためにアイウェア物品が配置されたとき
に、接触部に垂直にかかる力（Ｆ）は、５０ｇ～１１０ｇ（０．４９Ｎ～１．０８Ｎ）で
ある。いくつかの代表的な実施形態において、１５０ｍｍ～１８０ｍｍの幅（Ｗ）を有す
る人間の頭部での使用のためにアイウェア物品が配置されたときに、Ｆは、７０ｇ～１１
０ｇ（０．６９Ｎ～１．０８Ｎ）である。
【００２２】
　いくつかの代表的な実施形態において、テンプル部は更に接触部を含み、１３０ｍｍの
幅を有する人間の頭部での使用のためにアイウェア物品が配置されたときに、接触部に垂
直に第１の力（Ｆ１）がかかり、１８０ｍｍの幅を有する人間の頭部での使用のために配
置されたときに、接触部に垂直に第２の力（Ｆ２）がかかり、（Ｆ２－Ｆ１）は、＜５０
ｇ（０．４９Ｎ）である。
【００２３】
　本発明のアイウェア物品は、安全眼鏡、ゴーグル、サングラス、美容眼鏡、視力矯正眼
鏡、及び／又は当該技術分野において既知の他のアイウェア物品であり得る。上記の本発
明の課題を解決するための手段は、本発明の開示されるそれぞれの実施形態、又は本発明
のすべての実施を説明することを目的としたものではない。以下の図面及び発明を実施す
るための形態は、実例となる実施形態をより具体的に例示するものである。米国特許出願
第１３／４１０，９４４号、表題「Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈａｖｉｎｇ　ａｎ　Ａｒｃｕａｔ
ｅ　Ｆｌｅｘｕｒａｌ　Ｍｅｍｂｅｒ」（２０１２年３月２日出願）は、可撓性部を有す
る代表的なアイウェア物品の構造及び構成を取り扱い、本明細書において参照により組み
込まれる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　本発明は添付図面を参照して更に説明されるが、その際、同様の構造は、いくつかの図
面を通して同様の数字によって参照される。
【図１】本発明によるアイウェア物品の斜視図である。
【図２】本発明をより良好に理解できるように、いくつかの基準面を規定する、本発明に
よるアイウェア物品の斜視図である。
【図３】本発明による、代表的な可撓性部を有するアイウェア物品の前部から後方に延び
る、テンプル部の斜視図である。
【図４ａ】本発明による、代表的なテンプル部のリブの側面図である。
【図４ｂ】本発明による、代表的なテンプル部のリブの側面図である。
【図４ｃ】本発明による、代表的なテンプル部のリブの側面図である。
【図５ａ】第１及び第２平坦面を備えるリブを含む、本発明による可撓性部を有する代表
的なテンプル部の断面図である。
【図５ｂ】第１及び第２平坦面を備えるリブを含む、本発明による可撓性部を有する代表
的なテンプル部の断面図である。
【図６】第１及び第２湾曲面を備えるリブを含む、本発明による可撓性部を有する代表的
なテンプル部の断面図である。
【図７】撓んでいない状態で湾曲しているテンプル部及び可撓性部を有する、本発明によ
るアイウェア物品の上面斜視図である。
【図８】４本の長手方向に配置されたリブを含む可撓性部を有する、本発明によるアイウ
ェア物品の斜視図である。
【図９】４本の長手方向に配置されたリブを有する、本発明による可撓性部の斜視図であ
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る。
【図１０】本発明による可撓性部の代表的な実施形態の側面図である。
【図１１】本発明による可撓性部の代表的な実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明は、ある範囲の大きさの頭に適した、フィット感及び快適性のバランスをもたら
す機構を有する、アイウェア物品を提示する。アイウェア物品は、比較的小さな幅の頭を
有するユーザーにアイウェア物品を保持するために、テンプル部の接触部に十分な力をも
たらす一方で、比較的大きな幅の頭を有するユーザーに配置された際に、所望の快適性の
範囲内の力をもたらす。代表的な実施形態において、アイウェア物品は、テンプル部の接
触部において所望のレベルの力をもたらし、これは、先行技術のアイウェア物品よりもユ
ーザーの頭の幅に依存しない。
【００２６】
　図１は、アイウェア物品１００の第１の代表的な実施形態を示す。アイウェア物品１０
０は、１つ以上のレンズ１３０又はフレームを含む、従来的なアイウェア構成要素を含み
得る。アイウェア物品１００は、第１端部１１１、接触部１１２、及び可撓性部１２０を
それぞれ有する、２つのテンプル部１１０を含む。テンプル部１１０は、アイウェア物品
１００の前部から後方に延びる。可撓性部１２０は、撓んでいない状態における曲率半径
を有する。可撓性部分１２０はユーザーの頭部に適合するように外側に撓み、ある範囲の
好適な頭の幅にわたって、所望の特性をもたらすように構成される。代表的な実施形態に
おいて、接触部１１２は、特定の頭の幅に適合する際に、可撓性部１２０が受ける曲げと
無関係に、実質的に一定の向きのままである。使用のために配置されるとき、アイウェア
物品１００は、アイウェア物品１００の意図される機能をもたらすために、ほぼユーザー
の目の前に配置される。１つ以上のレンズ１３０がユーザーの視界と相互作用し、又はユ
ーザーの目及びユーザーの顔の一部を、外的要素から遮断する。
【００２７】
　代表的な実施形態において、テンプル部１１０の第１端部１１１は、１つ以上のレンズ
１３０、フレーム、又はアイウェア物品１００の他の好適な機構の取り付け部１５０に固
定され得る。テンプル部１１０は、当該技術分野において既知のいずれかの好適な手段に
より、取り付け部１５０に固定され得る。例えば、テンプル部１１０は、ヒンジにより回
転可能に固定され得、これは、開放位置と閉鎖位置との間の様々な位置で軸線の周りにテ
ンプル部１１０が枢動運動することを可能にする。これは、１つ以上のレンズ１３０、フ
レーム、又はアイウェア物品１００の他の好適な部分の対応する機構と係合し、ねじ、ピ
ン、又は当該技術分野において既知の他の機構と回転可能に係合するように固定される機
構を含むテンプル部１１０の第１端部１１１によって達成され得る。テンプル部１１０は
また、例えば、スナップフィット取り付けを使用し取り付けられてもよい。別の代表的な
実施形態において、アイウェア物品１００は、フレーム及びテンプル部１１０を含んでも
含まなくてもよく、テンプル部１１０は、１つ以上のレンズの取り付け部に取り付けられ
てもよい。
【００２８】
　上記のアイウェア物品１００の構成要素は、別個に形成され、その後一緒に接合されて
、アイウェア物品を形成してもよい。代表的な実施形態において、１つ以上のレンズ１３
０、及びフレームが、例えば、射出成形、トランスファー成形、圧縮成形、又は当該技術
分野において既知の他の技術により、単一部品として一体的に形成される。別の代表的な
実施形態において、テンプル部１１０は、射出成形、トランスファー成形、圧縮成形、又
は当該技術分野において既知の他の技術により形成され、その後レンズ又はフレームに接
合されてもよい。あるいは、様々な部分、又はアイウェア物品１００全体が一体的に形成
されてもよい。
【００２９】
　可撓性部１２０は、テンプル部及び可撓性部が受け得る通常の曲げの範囲にわたって弾



(6) JP 6118828 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

性変形を可能にするように、好適な特性を有する材料から形成されてもよい。代表的な実
施形態において、テンプル部１１０及び／又は可撓性部１２０は、Ｐｉｔｔｓｆｉｅｌｄ
，ＭａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓのＳａｂｉｃ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ
から入手可能な商標名ＸＹＬＥＸ　Ｘ８３００を有する材料などのポリカーボネート及び
ポリエステルの紫外線に対し安定なブレンド、又はＳａｂｉｃ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ　
Ｐｌａｓｔｉｃｓから入手可能な商標名ＸＥＮＯＹ　５７２０を有する材料などのポリカ
ーボネート及びポリブチレン（polybutylene）のブレンドから作製される。他の代表的な
実施形態において、テンプル部１１０及び／又は可撓性部１２０は、Ｓａｂｉｃ　Ｉｎｎ
ｏｖａｔｉｖｅ　Ｐｌａｓｔｉｃから入手可能なＰＣ１２４Ｒなどのポリカーボネート、
又はＥ．Ｉ．Ｄｕ　Ｐｏｎｔ　Ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏから入手可能なＤ１
００　ＳＴなどのアセタールから作製される。他の好適な材料としては、他のポリカーボ
ネート、ポリエステル、ポリアミド、アセタール、熱可塑性樹脂、当該技術分野において
既知の他の好適な材料、及びこのような材料の好適な組み合わせが挙げられる。
【００３０】
　代表的な実施形態において、テンプル部１１０及び可撓性部１２０は、８００ＭＰａ～
２５００ＭＰａの曲げ弾性率を有する材料から作製される。様々な代表的な実施形態にお
いて、曲げ弾性率は、約８００ＭＰａ～１７００ＭＰａ、又は約１０００ＭＰａ～約１２
００ＭＰａであり得る。
【００３１】
　本発明によるアイウェア物品のいくつかの特徴が、アイウェア物品１００に対して規定
され、図２に示される３つの基準面を参照して理解され得る。使用するときに配置される
ように、アイウェア物品１００が水平方向に配置され、アイウェア物品１００をレンズの
外側（これはアイウェアの前方と称され得る）から観察すると、中央サジタル平面１６１
が、アイウェア１００を、仮想的な左半体及び右半体へと分割する。水平面１６２は、ア
イウェア物品１００を、想像上の上方部及び下方部へと水平方向に分割する。水平面１６
２は、開放位置と閉鎖位置との間で動き、かつユーザーの頭部に適合する際に撓んでいな
い状態から曲げられた状態へと移動する際のテンプル部１１０によって形成される回転面
とほぼ平行である。テンプル部１１０とフレーム又はレンズを接合しているヒンジが完全
に開いており、テンプル部１１０が、撓んでいない状態にあり、したがってテンプル部１
１０の接触部１１２に負荷がかからず、又接触部によって負荷がかからないときに、テン
プル部１１０は、開放位置にあるとされる。例えば、テンプル部１１０が内側に折り曲げ
られるように、ヒンジが完全に閉じているときに、テンプル部１１０は、閉鎖位置にある
とされる。前頭面１６３は、中央サジタル平面及び水平面の両方と垂直であり、１つ以上
のレンズ１３０の最前部と接している。
【００３２】
　図２に示されるように、接触部１１２の位置、及びテンプル部１１０の対応する曲げを
、アイウェア物品１００の水平面１６２と実質的に平行であり、中央サジタル平面１６１
と垂直である、距離ｄにより特徴づけることができ、これは、接触部をアイウェア物品１
００の中央サジタル平面から離隔させる。例えば、テンプル部１１０が開放位置、及び撓
んでいない状態にあるとき、第１距離は、接触部１１２を中央サジタル平面１６１から離
隔させる。例えば、仮想線で示されるように、ユーザーの頭部に適合するようにテンプル
部１１０が撓められると、第２距離ｄが接触部１１２を中央サジタル平面１６１から離隔
させる。第２距離ｄは、アイウェア物品１００が配置される頭部の幅の大きさのおよそ半
分であり得る。テンプル部１１０が撓められると、回復力が働いて、テンプル部１１０を
これが撓められない位置へと戻す。所与の曲げに対してテンプル部１１０の接触部１１２
にかかる力の大きさは、決まっていてもよく、以下により詳細に記載されるように、テン
プル部及びアイウェア物品の形状及び材料と関連してもよい。
【００３３】
　図３は、本発明による、可撓性部１２０の代表的な実施形態を有するアイウェア物品１
００の前部から後方に延びるテンプル部１１０を示す。可撓性部１２０は、第１端部１２
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１及び第２端部１２２を有し、第１端部１２１と第２端部１２２との間に、長手方向に配
置された第１リブ１２５及び第２リブ１２６を有する。各リブは、厚さｔによって離され
る第１主要表面Ｓ１及び第２主要表面Ｓ２を有し、リブの長手方向の長さｌを有し、厚さ
ｔ及び長さｌのそれぞれに対して垂直な方向の高さｈを有する。様々な実施形態において
、ｌはおよそ１０ｍｍ～７５ｍｍ、又は１５ｍｍ～４５ｍｍであり得、又はおよそ３０ｍ
ｍであり得る。
【００３４】
　図３に示される代表的な実施形態において、第１リブ１２５及び第２リブ１２６それぞ
れの、内側周辺縁部は、第１リブ１２５の一部と、第２リブ１２６の一部との間に延びる
スロット１２９を画定する。別の代表的な実施形態において、内側周辺縁部は、複数のス
ロット、溝、若しくは他の開口部を画定してもよく、又は第１及び第２リブは、例えば内
側周辺部を接続することによって、リブの長さに沿って、完全に、又は部分的に接合され
得る。
【００３５】
　リブ１２５及び１２６の厚さ及び高さは、テンプル部１１０に力がかけられたときに、
可撓性部１２０が撓み、及び別の方法で反応する方法に影響し得る。特に、リブ１２５及
び１２６の厚さ及び高さは、テンプル部１１０に力がかけられたときに、可撓性部１２０
が最初に曲がる位置、及び可撓性部１２０を通じて力が分配される方法に影響し得る。様
々な代表的な実施形態において、リブ１２５及び１２６は、２ｍｍ～１０ｍｍ、又は２．
５ｍｍ～８ｍｍの高さｈを有し得る。代表的な実施形態において、リブ１２５及び１２６
の一方又は両方が、最小高さと、最大高さとの間で一様でない高さｈを有し得る。このよ
うな実施形態において、可撓性部１２０は、初期の力がテンプル部にかけられたときに、
リブの最小高さの位置、又はその付近で曲がることがある。
【００３６】
　代表的な実施形態において、例えば、図４Ａに示されるように、リブ１２５及び１２６
の一方又は両方の最小高さｈｍｉｎは、可撓性部１２０の第１端部１２１及び第２端部１
２２から離間した位置において生じる。他の代表的な実施形態において、各リブの高さは
、図４Ｂに示されるように均一であり得、例えば、図４Ｃに示されるように、第１端部１
２１付近の最大高さｈｍａｘから第２端部１２２付近の最小高さｈｍｉｎまで、各リブの
長さにわたって変化してもよい。
【００３７】
　代表的な実施形態において、第１リブ１２５は、可撓性部が撓んでいない状態にあると
きに、第２リブ１２６に対して角度を成して配置され、第１主要表面Ｓ１（リブ１２５及
び１２６の内側の主要表面）が、１８０°未満の角度θを形成する。例えば、アイウェア
物品１００が、ユーザーの頭部での使用のために配置され得るように、テンプル部１１０
が撓められるとき、例えば、リブ１２５及び１２６は、以下でより詳細に記載されるよう
に、角度θがより大きくなるように、互いに回転し合う。例えば、図５Ａに示されるよう
に、テンプル部１１０が撓んでいない状態にあるときに、各リブ１２５及び１２６の内側
表面の第１平坦面Ｓ１によって規定される角度θ１は、テンプル部１１０が撓んでいると
きに、各リブ１２５及び１２６の第１平坦面Ｓ１によって規定される角度θ２より小さい
。曲げられた状態において、角度θ２は、θ１よりも、１８０°に近い値を有し、よって
各リブ１２５及び１２６の表面Ｓ１はより平行に近い。各リブの相対回転により、湾曲軸
を中心とする断面の断面二次モーメントが低減する。したがって、以下でより詳細に記載
されるように、テンプル部１１０の曲げにおける限界変化において必要な力がより小さく
、曲げが更に増加する際に、接触部１１２にかかる力がより緩慢に増加するか、又は一定
のままである。
【００３８】
　別の代表的な実施形態において、第１リブ１２５及び第２リブ１２６は、図５Ｂに示さ
れるように可撓性部１２０が撓んでいない状態にあるときに、第２主要表面Ｓ２（各リブ
の外側リブの主要表面）が１８０°未満の角度θを形成するように、斜めに配置され得る
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。ユーザーの頭部での使用のためにアイウェア物品１００が配置され得るように、テンプ
ル部１１０が撓められるとき、第１及び第２リブ１２５及び１２６は、角度θが１８０°
、又は１８０°未満の角度に向かって低減するように回転する。例えば、図５Ｂに示され
るように、テンプル部１１０が撓んでいないときに、各リブ１２５及び１２６の外側表面
上の第２平坦面Ｓ２は、角度θ３を画定し、これは、テンプル部１１０が撓んでいるとき
に各リブ１２５及び１２６の第２平坦面Ｓ２により画定される角度θ４よりも小さい。曲
がった状態において、角度θ４は、θ３よりも１８０°に近い値を有し、よって各リブ１
２５及び１２６の表面Ｓ２はより平行に近い。
【００３９】
　別の代表的な実施形態において、例えば、図５Ａ及び５Ｂに示されるように、第１リブ
１２５及び／又は第２リブ１２６は、第１主要表面Ｓ１及び第２主要表面Ｓ２の一方又は
両方が、アイウェア物品１００の水平面１６２と垂直ではないように、斜めに配置される
。すなわち、第１主要表面Ｓ１及び第２主要表面Ｓ２の一方又は両方が、アイウェア物品
１００の水平面１６２と９０°を形成する角度から５°の範囲内にない。アイウェア物品
１００がユーザーの頭部での使用のために配置され得るように、テンプル部１１０が撓め
られるとき、第１主要表面Ｓ１及び第２主要表面Ｓ２の一方又は両方が、アイウェア物品
１００の水平面１６２と垂直に近くなるように、第１リブ１２５及び第２リブ１２６が回
転する。
【００４０】
　代表的な実施形態において、図５Ａ及び図５Ｂに示されるように、第１リブ１２５及び
第２リブ１２６はそれぞれ、第１平坦面Ｓ１と第２平坦面Ｓ２との間に厚さｔを有し、こ
れは、内側周辺縁部１２３から外側周辺縁部１２４へと減少する。いくつかの代表的な実
施形態において、第１及び第２リブは、０．５ｍｍ～５ｍｍのいずれかの特定の値の厚さ
ｔを有してもよい。他の実施形態において、厚さｔは、０．５～４ｍｍ、又は０．５ｍｍ
～２．５ｍｍであり得る。可撓性部分は、リブの厚さが増加するほど硬くなり、特定のテ
ンプルの離隔のためのテンプル部の接触部において、より薄い厚さを備えるリブを有する
可撓性部と比較して、より大きな力を生じることがある。
【００４１】
　いくつかの代表的な実施形態において、厚さｔは例えば、リブの高さに沿って、外側周
辺縁部１２４における約０．５ｍｍの厚さｔ～内側周辺縁部１２３における約２．５ｍｍ
の厚さｔで変化してもよい。他の代表的な実施形態において、第１リブ１２５及び第２リ
ブ１２６は、各リブの高さｈにわたり一定である厚さｔ、又は内側周辺縁部１２３から外
側周辺縁部１２４まで増加する厚さｔを有する。
【００４２】
　いくつかの代表的な実施形態において、内側周辺縁部１２３における厚さｔｍａｘは、
各リブ１２５及び１２６の長さｌに沿って一定のままであり得、一方で外側周辺縁部１２
４における厚さｔｍｉｎは長さｌに沿って変化する。代表的な実施形態において、内側周
辺縁部１２３の厚さｔｍａｘが長さｌに沿っておよそ１．５ｍｍであり、外側周辺縁部１
２４のｔｍｉｎが長さｌに沿って、各端部におけるおよそ１．０ｍｍから、可撓性部１２
０の、第１端部１２１に最も近い各リブの端部からおよそ１０ｍｍの長さｌに沿った位置
におけるおよそ０．５ｍｍまで変化する。
【００４３】
　図６に示されるように、別の代表的な実施形態において、第１リブ１２５及び第２リブ
１２６は、第１の湾曲表面Ｓ１及び第２の湾曲表面Ｓ２を呈し得る。リブが第１及び第２
平坦面を有する実施形態と同様に、リブの厚さは、一定であってもよく、又はリブの高さ
にわたって変化してもよい。第１リブ１２５及び第２リブ１２６はそれぞれ、各内側周辺
縁部１２３～各外側周辺縁部１２４へと低減する、第１湾曲面Ｓ１と第２湾曲面Ｓ２との
間の厚さｔを有する。
【００４４】
　他の代表的な実施形態において、第１リブ１２５及び第２リブ１２６は一定である厚さ
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ｔ、又は内側周辺縁部１２３から外側周辺縁部１２４まで増加する厚さｔを有する。ある
いは、第１リブ１２５及び第２リブ１２６の内側周辺縁部は接続されていてもよく、厚さ
ｔは、各外側周辺縁部１２４と、第１リブ及び第２リブの内側周辺縁部１２３の接続点と
の間の各リブの高さにわたり変化していてもよい。
【００４５】
　各リブ１２５及び１２６の湾曲表面は、リブの曲率半径を規定する。リブは、撓んでい
ない状態にあるときに互いに対して角度を有するように配置され、リブは特定の曲率半径
Ｒ１を規定する。テンプル部１１０に力がかけられるとき（アイウェア物品がユーザーの
頭部での使用のために配置されるとき）、曲率半径Ｒ２が大きくなるように（仮想線で示
されるリブ１２５及び１２６により示されるように）第１リブ１２５及び第２リブ１２６
は、互いに対して撓む及び／又は回転してもよい。
【００４６】
　図７は、本発明によるテンプル部１１０を有するアイウェア物品１００の代表的な実施
形態を示す。テンプル部１１０は、撓んでいない状態にあるときに湾曲を呈する可撓性部
１２０を有する。可撓性部１２０の湾曲は、曲率半径により規定されてもよい。曲率半径
は、曲線上の点における接触円の半径であり、曲線上の点によって異なり得る。急な曲線
は一般的に、より大きな曲率を有し、より小さな曲率半径を有するものとされ、一方で緩
い曲線は一般的に小さな曲率を有し、大きい曲率半径を有するものとされる。例えば、ユ
ーザーの頭に適合するようにテンプル部１１０が曲げられると、可撓性部１２０の曲率半
径が増加する。したがって、可撓性部１２０の代表的な実施形態の湾曲は、撓んでいない
状態において、ユーザーの頭部での使用のためにアイウェアが配置されているときよりも
大きい。
【００４７】
　テンプル部１１０の可撓性部１２０は、可撓性部１２０が撓んでいない状態にあるとき
の曲率半径ρによって特徴付けられる。代表的な実施形態において、撓んでいない状態に
あるときの可撓性部１２０の曲率半径ρは、８０ｍｍ未満である。他の実施形態において
、可撓性部１２０が撓んでいない状態にあるとき、可撓性部１２０の曲率半径ρは２０ｍ
ｍ～６０ｍｍ、又は４５ｍｍ～５５ｍｍである。代表的な実施形態において、曲率半径ρ
は、可撓性部１２０の長さに沿って、一定であるか、又はほぼ一定である。例えば、可撓
性部１２０は、最大曲率半径ρＭ、及び最小曲率半径ρｍを有してもよく、最大曲率半径
の大きさは、最小曲率半径の大きさから５ｍｍ内であり得る。代表的な実施形態において
、テンプル部１１０の曲率半径は、テンプル部の長さに沿った一定の距離にある特定の点
における曲率半径として特徴づけることができる。例えば、代表的な実施形態において、
テンプル部１１０の長さに沿って、取り付け部１５０又は第１端部１１１から３０ｍｍの
距離における可撓性部１２０の曲率半径ρは、２０ｍｍ～８０ｍｍである。
【００４８】
　上記の曲率半径を有する可撓性部は、本発明によるアイウェア部品に、いくつかの利点
をもたらす。小さい曲率半径を呈する可撓性部は、着用者の頭部に適合するために同じ頭
部に配置されたときに、曲率を欠く従来的なテンプル部が受ける曲げと比較して、追加的
な曲げを受けなくてはならない。すなわち、実質的に真っ直ぐなテンプル部が、各テンプ
ル部の接触部がユーザーの頭部に配置されるために十分に離隔される前に、曲げを殆ど又
は全く受けない一方で、図７に示されるアイウェア物品１００のテンプル部１１０及び特
に可撓性部１２０は、ユーザーの頭部に適合するために実質的な曲げを受けなくてはなら
ない。したがって、このような可撓性部を有するテンプル部１１０は、従来的なアイウェ
アと比較して、テンプル部１１０の間により小さい離隔間隔を有するようにして、圧迫さ
れた状態に入る。ユーザーの頭部にアイウェア物品１００を固定するための十分な力が、
更に、より高い可撓性のテンプル部により得られる場合がある。更に、可撓性部１２０が
撓んでいない状態にあるときに存在する曲率半径は、ユーザーの頭部の幅の多くに対応す
る適切な曲げの範囲内で可撓性部が望ましく機能することを可能にする。すなわち、可撓
性部１２０の特定の曲率は、テンプル部１１０の接触部１１２が、特定のテンプルの離隔
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間隔において所望のレベルの力をかけることを可能にする。これらの、及び他の利益は、
以下に記載される、本発明による可撓性部を有するテンプル部の力変位特性を参照して、
より完全に理解される。
【００４９】
　本発明による可撓性部を含むアイウェア物品は、前のアイウェア物品よりも広い頭部の
大きさの範囲にわたって、テンプル部の接触部に所望の力をもたらし得る。成人の頭部の
大部分は、両耳の正常位置の真上で測定した際に、１３０ｍｍ～１７０ｍｍの幅を有する
。更に、本発明者は、およそ４０ｇ～１４０ｇ（０．３９Ｎ～１．３７Ｎ）、又はおよそ
５０ｇ～１１０ｇ（０．４９Ｎ～１．０８Ｎ）、又はおよそ８０ｇ（０．７８Ｎ）の力が
、アイウェア物品が意図せずに適所から外れることなく、かつかかる力が大きすぎて不快
感を生じないように、安全性と制限された圧力の、感知される最適なバランスをもたらす
ことを求めた。したがって、代表的なアイウェア物品１００は、１３０ｍｍ～１７０ｍｍ
の幅を有する人間の頭部での使用のために配置されるときに、接触部において上記の範囲
内の力を呈する。すなわち、図２に関して先に記載されたように、各テンプル部１１０の
接触部１１２を、アイウェア物品１００の中央サジタル平面１６１から離隔する距離ｄが
６５ｍｍ～８５ｍｍであるとき、テンプル部１１０の接触部１１２おける力は、望ましい
範囲にある。代表的な実施形態において、力は５０ｇ～１１０ｇ（０．４９Ｎ～１．０８
Ｎ）であり、アイウェア物品１００が、１３０ｍｍ～１７０ｍｍの幅を有する人間の頭部
での使用のために配置されるとき、接触部１１２に垂直にかかる力は、５０ｇ～１４０ｇ
（０．４９Ｎ～１．３７Ｎ）である。他の代表的な実施形態において、アイウェア物品１
００が、１５０ｍｍ～１８０ｍｍの幅を有する人間の頭部での使用のために配置されると
き、又はｄが７５ｍｍ～９０ｍｍであるとき、７０ｇ～１１０ｇ（０．６９Ｎ～１．０８
Ｎ）であり得る。
【００５０】
　例えば、以下に記載される手順１に従い、様々なテンプル離隔で力を測定することによ
り、アイウェア物品の、接触部にかかる力対テンプル部の変位を示す曲線を得ることがで
きる。理論に束縛されることなく、このような曲線の傾きは、測定されるテンプル部の可
撓性に関連する。したがって、より高い可撓性のテンプル部は、小さな曲げの増加により
接触部にかかる力の比較的大きな増加を生じる剛性のテンプル部と比較して、変位する範
囲にわたって接触部にかかる力のより小さな変動を生じる。代表的な実施形態において、
テンプル部１１０の接触部１１２にかかる力は、１３０ｍｍ～１８０ｍｍのテンプル部の
離隔範囲にわたり、５０ｇ（０．４９Ｎ）以下だけ変化する。すなわち、アイウェア物品
１００が、１３０ｍｍの幅を有する人間の頭部での使用のために配置されるとき、接触部
１１２に第１の力Ｆ１がかかり、アイウェア物品１００が１８０ｍｍの幅を有する人間の
頭部での使用のために接触部１１２に第２の力がかかり、Ｆ２とＦ１との差は、５０ｇ（
０．４９Ｎ）以下である。様々な他の実施形態において、Ｆ２とＦ１との間の差が、３０
ｇ（０．２９Ｎ）未満、又は２０ｇ（０．２０Ｎ）未満であり得る。対照的に、多くの先
行の設計は、１３０ｍｍ～１８０ｍｍのテンプルの離隔範囲にわたり、有意に５０ｇ（０
．４９Ｎ）超だけ変化する力を呈する。
【００５１】
　多くの従来的なテンプル部のものと比較して、より高い可撓性を有する材料から構成さ
れるにもかかわらず、テンプル部１１０の接触部１１２における最小の所望の力レベルが
得られる。このような結果は一部において、撓んでいない状態にあるときに、テンプル部
１１０及び可撓性部１２０が呈する固有の湾曲と、本明細書において記載される長手方向
に配置されるリブの存在との組み合わせによる。代表的な実施形態において、テンプル部
１１０は、テンプルの離隔間隔が８０ｍｍを超える前であっても曲げを生じる。結果とし
て、接触部１１２における力は、テンプル部１１０が多くの先行のアイウェア物品のもの
よりも高い可撓性を有するにもかかわらず、テンプルの離隔間隔が１３０ｍｍを超える際
に、５０ｇ（０．４９Ｎ）超の値に到達する。更に、可撓性部１２０の固有の湾曲により
推進される比較的可撓性のテンプル部１１０により、力レベルは、より広い範囲のテンプ
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ルの離隔間隔にわたって、所望のレベルに近いままである。
【００５２】
　テンプル部１１０の代表的な実施形態が呈する、接触部１１２にかかる力レベルはまた
、可撓性部１２０の構造及び構成にもより得る。理論により束縛されることなく、本発明
のテンプル部１１０の接触部１１２にかかる力は、テンプルの離隔間隔と、関連する断面
二次モーメントとの積と比例するものとして特徴づけることができる。断面二次モーメン
トは、当該技術分野において既知であるように、テンプル部１１０の長手方向軸線と垂直
な軸線の周りで、かつ湾曲する平面内で計算される。変位が増加すると、接触部１１２に
おける力も増加し、変位が減少すると、接触部１１２における力が低減する。さらに、テ
ンプル部１１０の断面の断面二次モーメントが増加すると、接触部１１２の力が増加し、
断面二次モーメントが低減すると、接触部１１２の力が低減する。
【００５３】
　先行のテンプル部の断面二次モーメントは、接触部にかかる力が変位とほぼ比例するよ
うにテンプル部が曲がるときに、実質的に一定のままであると考えられる。しかしながら
、可撓性部１２０の代表的な実施形態において、特定の断面位置の断面二次モーメントは
、テンプル部がユーザーの頭部に適合するように撓むに伴って変化する。上記のように、
第１リブ１２５及び第２リブ１２６は、テンプル部１１０が曲がる際に、互いに対して回
転する。結果として、可撓性部１２０の特定の断面における断面二次モーメントは、テン
プル部１１０が曲がるときに変化する。例えば、第１幅を有する頭部での使用のためにア
イウェア物品が配置されるとき、断面の断面二次モーメントは、第１幅よりも大きな第２
幅を有する頭部での使用のためにアイウェア物品が配置される場合よりも大きい。したが
って、可撓性部が追加的な曲げを受けると、テンプル部の断面の断面二次モーメントは低
減する。このように、テンプル部１１０が、より大きな頭部幅に適合するように曲がるか
又は撓む際に、テンプル部１１０の接触部１１２にかかる力の増加を呈するよりもむしろ
、断面二次モーメントが減少する。テンプル部１１０の接触部１１２にかかる力は、テン
プル部１１０の曲げの範囲、及びしたがってユーザーの頭部のサイズ範囲にわたり、実質
的に一定のままであるか、又はより小さい変動を呈する。
【００５４】
　上記の特徴及び特性に加えて、アイウェア物品のフィット感は、一部、ユーザーの頭部
の周囲のテンプル部の配置、特に、テンプル部の接触部がユーザーの頭部と接触する位置
及び向きによることがある。本発明によるテンプル部の代表的な実施形態において、接触
部は、ユーザーにかかる圧力が最小化されるように、ユーザーの頭部と接する領域を最大
化するために、実質的に平坦な表面を有してもよい。例えば、接触部の縁部のみがユーザ
ーの頭部と接触すると、快適性が低減し得る。したがって、本発明による代表的なテンプ
ル部の接触部は、所望の範囲の頭部サイズに対応するテンプル離隔間隔の範囲内のいずれ
かの位置において実質的に鉛直な向きのままであり、かつ上記の水平面と実質的に平行な
平面に留まる。すなわち、本発明による代表的なテンプル部は、テンプル部の長手方向軸
線の周りの回転、又は撓んでいない状態のテンプル部により規定される平面外の回転に抵
抗する。
【００５５】
　本発明によるアイウェア物品２００の代表的な実施形態は、図８及び図９に示される。
アイウェア物品２００は、１つ以上のレンズ２３０又はフレームを含む、従来的なアイウ
ェア構成要素を含み得る。アイウェア物品２００は、可撓性部２２０、接触部２１２をそ
れぞれ有する、２つのテンプル部２１０を含む。可撓性部２２０は、第１端部２２１及び
第２端部２２２を有し、第１の長手方向に配置されたリブ２２５、及び第２の長手方向に
配置されたリブ２２６、並びに第３の長手方向に配置されたリブ２２７及び第４の長手方
向に配置されたリブ２２８を含む。各リブは、各リブの内側表面及び外側表面にそれぞれ
、第１主要表面Ｓ１及び第２主要表面Ｓ２を有し、各リブの長手方向の長さと垂直な方向
に高さｈを有する。更に、可撓性部２２０は、アイウェア物品の中央サジタル平面と平行
な方向に最大高さＨを呈する。代表的な実施形態において、最大高さＨは、可撓性部２２
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０の端部２２１付近のテンプル部２１０に沿った位置で生じる。アイウェア物品２００の
様々な特徴及び特性が、アイウェア物品１００に関して、上記の３つの基準平面に対して
規定され、図２に示されるように配向されてもよい。
【００５６】
　代表的な実施形態において、リブ２２５及び２２６、並びにリブ２２７及び２２８の内
側の第１主要表面Ｓ１がそれぞれ１８０°未満の角度を形成するように、リブ２２５はリ
ブ２２６に対して角度を有するように配置され、リブ２２７は、リブ２２８に対して角度
を有するように配置される。アイウェア物品２００がユーザーの頭部での使用のために配
置され得るように、テンプル部２１０が撓むとき、リブ２２５、２２６、２２７及び２２
８は、リブ２２５及び２２６、並びにリブ２２７及び２２８の第１主要表面Ｓ１がそれぞ
れ、撓んでいない状態にあるときよりも１８０°に近い角度を形成するように、回転する
。別の代表的な実施形態において、リブ２２５及び２２６、並びにリブ２２７及び２２８
の内側の第２主要表面Ｓ２がそれぞれ１８０°未満の角度を形成するように、リブ２２５
はリブ２２６に対して角度を有するように配置され、リブ２２７は、リブ２２８に対して
角度を有するように配置される。アイウェア物品２００がユーザーの頭部での使用のため
に配置され得るように、テンプル部２１０が撓むとき、リブ２２５、２２６、２２７及び
２２８は、リブ２２５及び２２６、並びにリブ２２７及び２２８の第２主要表面Ｓ２がそ
れぞれ、撓んでいない状態にあるときよりも１８０°に近い角度を形成するように、回転
する。別の代表的な実施形態において、リブ２２５、２２６、２２７、及び２２８の１つ
以上が、第１主要表面Ｓ１及び第２主要表面Ｓ２の一方又は両方が、アイウェア物品２０
０の水平面と垂直ではないように配置される。すなわち、第１主要表面Ｓ１及び第２主要
表面Ｓ２の一方又は両方が、アイウェア物品２００の水平面と９０°を形成する角度から
５°の範囲内にない。テンプル部２１０が、アイウェア物品２００がユーザーの頭部での
使用のために配置され得るように撓められるとき、リブ２２５、２２６、２２７及び２２
８は、リブ２２５及び２２６、並びにリブ２２７及び２２８の第１主要表面Ｓ１及び第２
主要表面Ｓ２がそれぞれアイウェア物品２００の水平面に対して垂直に近くなるように、
回転する。
【００５７】
　図９に示される代表的な実施形態において、スロット２２９は、各リブの間で画定され
る。別の代表的な実施形態において、内側周辺縁部は、複数のスロット、溝、又は他の開
口部を画定してもよく、第１及び第２リブは、例えば内側周辺部を接続することによって
、リブの長さに沿って、完全に、又は部分的に接合され得る。
【００５８】
　代表的な実施形態において、長手方向に配置されたリブ２２５、２２６、２２７及び２
２８は、アイウェア物品１００に関して先に記載されたリブと実質的に同一であり、テン
プルの離隔間隔の範囲にわたり、接触部２１２に所望の力を生じるために同様の方法で機
能する。長手方向に配置された４つのリブを有する可撓性部は、本明細書において記載さ
れるように、単一のリブの対の機能及び利点を有するが、テンプル部２１０がユーザーの
頭部に適合するように曲がる際に、接触部２１２が所望の向き（実質的に垂直な方向）に
留まりやすいように、更なるねじれ安定性をもたらす。代表的な実施形態において、可撓
性部２２０は、その長手方向軸線の周りに、３２Ｎ－ｍｍ／ラジアン超、又は５６Ｎ－ｍ
ｍ／ラジアン超のねじり剛性Ｋを有する。ねじり剛性は、適用されるねじれモーメントの
、ねじれ角度に対する比率として定義することができ、ねじれ回転に対する抵抗を特徴づ
けるために使用することができる。より高いねじり剛性を有する可撓性部は、長手方向軸
線の周りの回転を生じるためにより大きな力を必要とし、したがってより高いねじり剛性
を有する可撓性部を有するテンプル部は、テンプル部がユーザーの頭部に適合するように
曲げられる際に、より所望の向きに留まりやすい。
【００５９】
　本発明の様々な実施形態において、可撓性部は、１５ｍｍ超、又は２０ｍｍ超、又は２
４ｍｍ超である、最大高さＨを有する。上記で指定された最大高さＨを有する可撓性部は
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、４つの長手方向のリブを含むことがあり、又は比較的高い高さの、２つの長手方向に配
置されたリブを含むことがある。最大高さＨが増加すると、ねじり剛性が増加する。した
がって、上記において指定された最大高さＨを有する可撓性部は、テンプル部がユーザー
の頭部に適合するように曲がる際に、より所望の向きに留まりやすい。
【００６０】
　様々な実施形態において、本発明によるアイウェア物品は、２つ、３つ、４つ、又はそ
れ以上の長手方向に配置されたリブを含み、一方で本明細書において記載される利益及び
特性を得ることができる。代表的な実施形態において、アイウェア物品２００は、３つ以
上の長手方向に配置されたリブを含み、各リブは、厚さ（ｔ）で離隔された第１及び第２
の主要表面を含み、各リブの第１主要表面は、アイウェア物品を仮想的な上方半体及び下
方半体に分割する水平面と垂直ではない。
【００６１】
　上記の特徴を有する代表的なテンプル部２１０は、接触部２１２が、テンプルの離隔間
隔の特定の範囲内のいずれかの位置において、実質的に垂直な向きにあり、テンプル部の
長手方向軸線の周りの回転に抵抗するように、十分なねじれ安定性をもたらす。
【００６２】
　上記の様々な特徴、及び特徴の組み合わせを有するアイウェア物品は、いくつかの利益
をもたらす。多くの先行技術設計は、線形の力－変位反応を呈するように見え、テンプル
部が曲げられたときに、テンプル部によりかかる力が、比較的急な傾きで線形増加し、ア
イウェア物品が様々な幅の頭部に配置されるときに、テンプル部によって大きく異なるレ
ベルの力がかかる。したがって、単一のアイウェア物品が、異なる頭部の幅を有する個人
によって使用されるときに、様々なレベルの快適性をもたらし得る。多くの先行技術設計
とは対照的に、本発明によるアイウェア物品は、予測されるテンプルの離隔間隔の範囲の
一部にわたり、非線形の力－変位反応、又は比較的低い傾きの線形力－変位反応を呈する
、アイウェア物品をもたらすことにより、ある範囲の頭部の幅において、フィット感及び
快適性のバランスをもたらす。可撓性部が撓む際に変化する断面二次モーメントを呈する
可撓性部、及び固有の湾曲を有する可撓性部の組み合わせにより、単一のアイウェア物品
が、比較的小さな幅の頭部を有するユーザー、加えて比較的大きな幅の頭部を有するユー
ザーに、所望の力レベルをもたらし得る。更に、様々なサイズのアイウェア物品を、様々
な幅の頭部を有するユーザーに提供するのに伴う費用が低減し、複雑又は可動部分を組み
込む設計に伴う製造費が最小化される。
【実施例】
【００６３】
　本発明の特徴、動作、及び利益が、以下の詳細な非限定的実施例に関して更に記載され
る。これらの実施例は、種々の具体的なかつ好ましい実施形態及び技術を更に例示するた
めに提供するものである。しかし、多数の変更及び改良を加えることができるが、本発明
の範囲内にとどまることが理解されるべきである。
【００６４】
　手順１：力変位測定
　接触部にかかる力対テンプル部の変位の測定が、ある範囲の頭部サイズにわたって、ア
イウェア物品が呈し得る快適性の指標をもたらす。テンプルの離隔間隔として示される値
は、頭部の幅と類似であり、これは、テンプル部１１０の接触部１１２を、アイウェア物
品１００の中央サジタル平面１６１から離隔させる、上記の距離ｄのおよそ２倍である。
各テンプル部に関して得られる力は、アイウェア物品が人間の頭部での使用のために配置
されるときに接触部にかかる力と比較可能である。
【００６５】
　力対変位データが、レンズ支持体、及び２つのＭａｒｋ－１０　ＭＧ０５力ゲージを含
むカスタム固定具を使用して得られた（Ｌｏｎｇ　Ｉｓｌａｎｄ，ＮＹのＭａｒｋ－１０
　Ｃｏｒｐ．から得られる）。各力ゲージが平行移動ステージの上に載せられ、打ち込み
ねじが回される際に、各力ゲージのロードポストが、固定具の中央点から等距離で移動す
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るように、打ち込みねじにより配置することができる。すなわち、各ロードポストは、ア
イウェア物品を、仮想的な左半体及び右半体に分割する中央サジタル平面から、ほぼ等距
離である。各力ゲージのロードポストの間の距離を示すために線形目盛が設けられた。サ
ンプルは、固定具上に配置されレンズがレンズ支持体にクランプされ、各テンプル部は、
対応するロードポストの外側に配置された。ロードポストの間の初期距離は８０ｍｍであ
り、サンプルのレンズの前部からおよそ１１０ｍｍの距離でテンプル部と接触した。各ロ
ードポストの間の離隔間隔、及びしたがって各テンプル部の接触部は、同じ頭部幅と対応
するものとすることができる。力測定は、１３０ｍｍ～１８０ｍｍのロードポスト間隔に
おいて、１０ｍｍ間隔で、各ロードセルで記録された。テンプル部は、ロードポストにク
ランプ又は固定されず、ロードポストの間の離隔間隔の増加の際に、ロードポストに対し
て自由に動いた。
【００６６】
　（実施例１～５）
　実施例１～５は、手順１に従って測定された。実施例１のサンプルは、３Ｍ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙから入手可能なＶＩＲＴＵＡ（登録商標）＃　７０－０７１５－３９４２－６安全
ガラスであった。実施例２のサンプルは、Ｕｖｅｘ　Ｓａｆｅｔｙ　Ｇｒｏｕｐから入手
可能な、ＧＲＡＶＩＴＹ　ＺＥＲＯ　＃　９１９１．２６５安全ガラスであった。実施例
３のサンプルは、Ｐｙｒａｍｅｘから入手可能な、ＭＯＮＴＥＧＯ　＃　ＳＢ５３１０Ｓ
安全ガラスであった。実施例４のサンプルは、本発明によるアイウェア物品であり、Ｓａ
ｂｉｃ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ　Ｐｌａｓｔｉｃｓから入手可能な、ＸＹＬＥＸ　８３０
０と称される材料から構成された。実施例５のサンプルは、本発明によるアイウェア物品
であり、ＤｕＰｏｎｔから入手可能な、Ｄ１００　ＳＴと称される材料から構成された。
【００６７】
　実施例４及び５のサンプルは、図７、１０、及び１１に示される代表的な実施形態と一
致する寸法であった。図７は、本発明による、代表的なテンプル部１１０の平面図の縮尺
図をもたらす。可撓性部は、およそ５０ｍｍの曲率半径を有する。図１０は、本発明によ
るアイウェア物品の側面図をもたらす。各リブ３２５、３２６、３２７、及び３２８は、
およそ５ｍｍの最大高さｈｍａｘを有し、およそ２．５ｍｍの最小高さｈｍｉｎを有する
。各リブの長さｌは、およそ３０ｍｍである。スロット３２９は、およそ１．５ｍｍの最
大幅Ｗｍａｘ、及びおよそ０．８ｍｍの最小幅Ｗｍｉｎを有する。
【００６８】
　図１１は、図１０の直線１１－１１に沿う断面図を提示する。各リブは、内側周辺縁部
３２３における最大厚さｔｍａｘから、外側周辺縁部３２４における最小厚さｔｍｉｎま
で減少する厚さを有する。内側周辺縁部３２３の厚さｔｍａｘは、各リブの長さｌに沿っ
ておよそ１．５ｍｍである。各リブの外側周辺縁部３２４における厚さｔｍｉｎは、各端
部におけるおよそ１．０ｍｍの厚さから、可撓性部３２０の第１端部３２１に最も近い各
リブの端部から長さｌに沿っておよそ１０ｍｍの距離におけるおよそ０．５ｍｍの厚さへ
と、リブの長さに沿って変化している。リブ３２５及び３２６の中間点において、各リブ
３２５及び３２６の内側表面Ｓ１によって形成される角度θは、およそ１５５°である。
【００６９】
【表１】

【００７０】
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　表１は、実施例１～５において、手順１に従って接触部で測定される力をｇで示す。実
施例１～３のサンプルは、本発明による長手方向に配置されたリブを有する可撓性部を有
さず、所望の力レベル（例えば、テンプルの離隔間隔の範囲にわたって、５０～１４０ｇ
（０．４９～１．３７Ｎ））をもたらさなかった。
【００７１】
　実施例１は、１３０ｍｍ～１８０ｍｍの通常の頭部のサイズの全範囲にわたり、所望の
力レベルをもたらさなかった。実施例１のサンプルのテンプルの離隔間隔が１３０ｍｍの
とき、接触部にかかる力は２０ｇ（０．２０Ｎ）未満であった。このような値は所望の範
囲以下であり、およそ１３０ｍｍの幅の頭部を有するユーザーは、アイウェア物品が不安
定であるように感じ得る。同様に、実施例１のサンプルのテンプル部の離隔間隔が１８０
ｍｍに近づくと、接触部にかかる力は、１５０ｇ（１．４７Ｎ）を超えた。結果として、
アイウェア物品は、ユーザーの頭部に過剰な圧力を生じ、不快感を生じる傾向にある。結
局、実施例１のサンプルの接触部にかかる力は、例えば、実施例４又は５のサンプルと比
較して、狭い範囲の頭部サイズにおいてのみ、所望のレベルに収まる。
【００７２】
　実施例２のサンプルは、同様に、１３０ｍｍ～１８０ｍｍの通常の頭部のサイズの全範
囲にわたって、所望の力レベルをもたらさなかった。１５０ｍｍのテンプルの離隔間隔に
おいて、接触部にかかる力は１００ｇ（０．９８Ｎ）を超えた。１８０ｍｍのテンプルの
離隔間隔において、接触部にかかる力は１７５ｇ（１．７２Ｎ）であった。したがって、
アイウェア物品が、１８０ｍｍの幅の頭部を有するユーザーにより着用される際に、不快
感が生じる傾向がある。
【００７３】
　実施例３のサンプルの接触部においてかかる力は、１０５．５ｇ～１２９．５ｇ（１．
０３Ｎ～１．２７Ｎ）の間でのみ変動するが、１３０ｍｍ～１８０ｍｍのテンプル部の離
隔間隔の範囲で常に所望のレベルの力を上回る。したがって、接触部における力は、最適
レベルの安定性をもたらすのに必要な力以上であり、ユーザーに不快感を与え得る。
【００７４】
　実施例４及び５のサンプルは、テンプル部の離隔間隔の範囲にわたって、所望の力レベ
ルをもたらした。本発明による特徴を有する実施例４のサンプルは、１３０ｍｍのテンプ
ルの離隔間隔において、およそ５０ｇ（０．４９Ｎ）の力レベルを呈した。このような力
は所望の範囲内であり、フィット感の安定性及び快適性のバランスの知覚をもたらす。テ
ンプルの離隔間隔の値が１８０ｍｍまで増加するとき、力は１１０ｇ（１．０８Ｎ）を下
回り続ける。実施例５のサンプルにおいて、接触部にかかる力はテンプル部の離隔が１３
０ｍｍであるときにおよそ７３ｇ（０．７２Ｎ）であり、１８０ｍｍのテンプルの離隔間
隔まで、ほぼ一定であった。実施例１及び２の従来的なアイウェア物品とは対照的に、実
施例５のサンプルは、テンプル部の離隔間隔が１８０ｍｍに近づいても、接触部において
、不快感に繋がるようなレベルの力をかけなかった。
【００７５】
　結局、実施例４及び５のサンプルは、比較的小さな幅の頭部において確実なフィットを
もたらすために十分な力が生じた一方で、比較的大きな幅を有する頭部に配置した際に、
最大力が快適な範囲に限定されるように、テンプル部の離隔間隔の範囲にわたって所望の
力レベルをもたらした。
【００７６】
　手順２：ねじり剛性測定
　より大きなねじり剛性を有するテンプル部は、テンプル部の長手方向軸線の周りの回転
、又は撓んでいない状態のテンプル部により画定される平面外の回転に抵抗することがあ
り、それによって、接触部は、所望の頭部のサイズに対応するテンプルの離隔間隔の範囲
内のいずれの位置においても、実質的に垂直な向きであり続ける。アイウェア物品の快適
性は、例えば、アイウェア物品の接触部の縁部のみがユーザーの頭部と接触し、結果とし
てユーザーの頭部と衝突する領域に圧力が集中する際に、低減し得る。したがって、より
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大きなねじり剛性を有するテンプル部は、より回転しにくいことがあり、よって接触部の
縁部のみがユーザーの頭部と接触する。
【００７７】
　代表的なテンプル部の可撓性部のねじれ特性は、以下の手順に従って得られた。サンプ
ルは、静止位置から、トルク対回転が実質的に線形であるような角度にわたり、回転させ
られた。この区域において材料反応は弾性的であり、ねじり剛性Ｋは、モーターの回転と
各サンプルの連携した作用により可撓性部分が駆動される回転角度φで、測定された反応
性トルクＴを除したものとほぼ等しかった。得られるＫは、オンス－インチ／度で計算さ
れ、Ｎ－ｍｍ／ラジアンに変換された。
【００７８】
　アイウェアテンプル部の可撓性部のトルク反応を測定するために、ねじれ試験用器具が
構成された。この器具は、Ｉｒｖｉｎｅ，ＣａｌｉｆｏｒｎｉａのＦｕｔｅｋ　Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ．から入手可能な、２０インチ
－オンス（約１４１．２３Ｎ－ｍｍ）の最大能力を有する、モデルＴＦＦ３２５トルクセ
ル、ＣａｌｉｆｏｒｎｉａのＴｒａｎｓｄｕｃｅｒ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｏｆ　Ｔｅ
ｍｅｃｕｌａから入手可能なＴＭＯ－１シグナルコンディショナ，及びＮｏｒｔｏｎ，Ｍ
ａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇから入手可能
なデータ獲得のためのＴｒａｃｅｒＤａｑソフトウェアからなる。器具は更に、モーター
制御のための、ＳＩプログラマーＶ２．７．１９を使用する、Ｏｍｅｇａ　ＨＴ２３－５
９７回転ステッパーモーター、及び回転ステージ及びトルクセルにサンプルを連結するた
めの、関連する機械的器具を含んだ。
【００７９】
　接触部を含む、可撓性部を超えて延びるテンプル部の一部が、サンプルの固有の湾曲に
よる効果、又は試験中に生じるトルクにおけるレバーアーム効果（level arm effects）
を最小化するために、各サンプルから切り取られた。得られたサンプル長さは５０ｍｍで
あった。
【００８０】
　サンプルは、切断された端部がステッパーモーターに取り付けられ、反対側の端部が反
応トルク変換器に取り付けられるようにして固定され、回転モーターのシャフトの軸線と
トルクセルとの間の角度は、試験されるテンプル部区分が、予負荷、せん断力、圧迫力、
張力、又は曲げを実質的にうけないように調節された。モーターシャフトは、ソフトウェ
アにより、毎秒０．００１３９回転の速度で時計回りに作動され、それによりサンプルは
、アイウェア物品に取り付けられる際に、テンプルを前方から観察したときに、時計回り
のねじれを経験した。一般的な１０°の設定点、最大回転が、サンプルを弾性区域に維持
するために使用された。
【００８１】
　データ獲得の後、トルクＴは、回転角度φに対してプロットされ、ねじり剛性が、デー
タの線形曲線適合として得られた。
【００８２】
　（実施例６～１１）
　実施例６～１１は、上記の手順２を使用して得られた。実施例６～１１のサンプルは、
本発明による可撓性部であり、上記の図７、１０、及び１１と一致するような寸法とした
。実施例７、９、及び１１のサンプルは、リブ３２５、及び３２６のみを残すように、リ
ブ３２７及び３２８を取り除くために、切り取られた。実施例６及び７のサンプルは、Ｄ
ｕｐｏｎｔから入手可能なＤ１００　ＳＴアセタール樹脂で構成された可撓性部である。
実施例８及び９のサンプルは、Ｓａｂｉｃ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ　Ｐｌａｓｔｉｃｓか
ら入手可能なＰＣ１２４Ｒポリカーボネート樹脂で構成された可撓性部であった。実施例
１０及び１１のサンプルは、Ｓａｂｉｃ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ　Ｐｌａｓｔｉｃｓから
入手可能なＸＹＬＥＸ　７３００ポリカーボネート樹脂で構成された可撓性部であった。
【００８３】
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【表２】

【００８４】
　表２は、上記の手順２により測定される実施例６～１１のねじり剛性を示す。４つのリ
ブを有するサンプル６、８、及び１０は、２つのリブを有するサンプル７、９、及び１１
よりも大きなねじり剛性を呈した。それぞれ、５０．２、１０８、及び５９．１Ｎ－ｍｍ
／ラジアンのねじり剛性を有する実施例６、８、及び１０の可撓性部は、３２Ｎ－ｍｍ／
ラジアンを超える、所望のレベルのねじり剛性をもたらした。実施例８及び１０の可撓性
部は、５６Ｎ－ｍｍ／ラジアンを超える、所望のレベルのねじり剛性をもたらした。
【００８５】
　結局、４つのリブ、及びより高い高さＨを有する実施例は、より高いねじり剛性を呈し
た。同様の可撓性部を有するテンプル部の接触部は、曲げの平面外で回転しにくく、接触
部の縁部のみがユーザーの頭部に接触することによる不快感を生じにくい。サンプル７、
９、及び１１は、比較的低いねじり剛性を呈し、テンプル部の曲げの垂直平面外で回転し
にくい。
【００８６】
　これで、本発明について、そのいくつかの実施形態に関連して説明した。上記の詳細な
説明及び実施例はあくまで理解を助ける明確さのために示したものである。これらによっ
て不要な限定をするものと理解されるべきではない。本発明の範囲から逸脱することなく
、記載された実施形態において多くの変更を行うことができることが、当業者には明白で
あろう。したがって、本発明の範囲は、本明細書に記載された厳密な詳細及び構造に限定
されるべきではなく、それよりもむしろ、特許請求の範囲の文言によって説明される構造
、及びそれらの構造の等価物によって限定される。上記の実施形態のいずれかに関して記
載されたいずれかの特徴又は特性が、個別に、又は他のいずれかの特徴又は特性と組み合
わせて組み込むことができ、単に明確性のために上記の順番及び組み合わせで提示される
。



(18) JP 6118828 B2 2017.4.19

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５Ａ】



(19) JP 6118828 B2 2017.4.19

【図５Ｂ】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(20) JP 6118828 B2 2017.4.19

【図１１】



(21) JP 6118828 B2 2017.4.19

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100168734
            弁理士　石塚　淳一
(72)発明者  マリーニ，　ソロモン
            アメリカ合衆国，　ミネソタ州，　セント　ポール，　ポスト　オフィス　ボックス　３３４２７
            ，　スリーエム　センター
(72)発明者  マーティンソン，　ポール　エー．
            アメリカ合衆国，　ミネソタ州，　セント　ポール，　ポスト　オフィス　ボックス　３３４２７
            ，　スリーエム　センター
(72)発明者  フロワッサード，　ローレント
            アメリカ合衆国，　ミネソタ州，　セント　ポール，　ポスト　オフィス　ボックス　３３４２７
            ，　スリーエム　センター
(72)発明者  スタンリー，　グレン　イー．
            アメリカ合衆国，　ミネソタ州，　セント　ポール，　ポスト　オフィス　ボックス　３３４２７
            ，　スリーエム　センター

    審査官  廣田　健介

(56)参考文献  特開２００６－１９５３９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５００５６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６５１３９２５（ＵＳ，Ｂ１）　　
              実開平５－５０４２０（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｃ　１／００－１３／００
              Ａ６１Ｆ　９／０２
              Ａ６３Ｂ　３３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

